
年金だより　

納めた国民年金保険料は全額が
社会保険料控除の対象です！

住民税務課 電話�0994-22-3039
住民生活課 電話�0994-25-2511
鹿屋年金事務所 電話�0994-42-5121

　

国
民
年
金
保
険
料
は
所
得
税
法

及
び
地
方
税
法
上
、
健
康
保
険
や

厚
生
年
金
な
ど
の
社
会
保
険
料
を

納
付
し
た
場
合
と
同
様
に
、
社
会

保
険
料
控
除
と
し
て
そ
の
年
の
課

税
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
、
税
額
が

軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、
平

成
22
年
１
月
〜
12
月
中
に
納
め
た

保
険
料
全
額
で
す
。（
過
去
の
年
度

分
や
追
納
保
険
料
な
ど
も
含
み
ま

す
。）

　

ま
た
、
ご
自
身
の
保
険
料
だ
け

で
な
く
、
配
偶
者
や
ご
家
族
（
大

学
生
の
お
子
様
）
の
負
担
す
べ
き

国
民
年
金
保
険
料
を
支
払
っ
て
い

る
場
合
、
そ
の
保
険
料
も
合
わ
せ

　

平
成
22
年
分
所
得
税
の
確
定
申

告
期
間
は
、
平
成
23
年
２
月
16
日

か
ら
平
成
23
年
３
月
15
日
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

鹿
屋
税
務
署
で
は
確
定
申
告
書

の
記
載
相
談
を
同
期
間
（
土
・
日
を

除
く
、
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
）

に
、鹿
屋
合
同
庁
舎
（
国
）
４
階
「
確

定
申
告
会
場
」
で
行
い
ま
す
。

　

申
告
期
限
が
間
近
に
な
り
ま
す

と
確
定
申
告
会
場
は
大
変
混
雑
し
、

長
時
間
か
か
る
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
、
早
め
の
申
告
を
お
願
い
し
ま

す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

鹿
屋
税
務
署

　

℡
０
９
９
４
‐
４
２
‐
３
１
２
７

　

※
自
動
音
声
「
２
」

て
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
22
年
中
に
納
付
し

た
国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
、
社

会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
た
め
に

は
年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
行
う

と
き
に
、
領
収
書
な
ど
保
険
料
を

支
払
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

の
添
付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
国
民
年
金
保
険
料

を
納
付
さ
れ
た
方
に
は
、
日
本
年

金
機
構
本
部
か
ら
『
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
』

を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
申
告
書

の
提
出
の
際
に
は
必
ず
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。

　

税
法
上
と
て
も
有
利
な
国
民
年

金
は
、
老
後
は
も
ち
ろ
ん
不
慮
の

事
故
な
ど
万
一
の
と
き
の
も
心
強
い

味
方
で
す
。
そ
の
た
め
に
も
保
険

料
は
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
キ
チ
ン

と
納
め
ま
し
ょ
う
。

　軽自動車など取得したり、転居した場合はその日から15日以内に、また軽自動車などを廃車・譲渡した場合は
30日以内に、次のところへ申告して下さい。申告されないと、現登録者の方に引き続き課税されます。
※車種によって手続き場所や必要書類が異なりますので、事前にご確認ください。

バイクやトラクター・軽自動車等の廃車・変更届は３月までに！
～軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者（又は使用者）に課税されます～

車両の種類 手続きの場所等
●原動機付自転車（125cc 以下のバイク）
●小型特殊自動車
　（農耕用トラクターやフォークリフト等）
●ミニカー

●錦江町役場　住民税務課・住民生活課
登　　録： 車名・車台番号がわかるものと所有者の

印鑑
廃　　車：ナンバープレートと所有者の印鑑
名義変更： 新・旧所有者の印鑑と車名・車台番号が

わかるもの
●軽自動車（四輪）
●軽自動車（二輪）〈125cc 超え 250cc 以下〉
●小型二輪〈250cc 超え〉

●鹿児島県軽自動車協会
　（住　　所） 鹿児島市谷山港２－４－３
　（電　　話） ０９９－２６１－４０１１（代表）
　（受付時間） 　８：３０～１２：００
 １３：００～１５：３０

軽自動車税は口座振替で !!
※ 各金融機関で軽自動車税を納める方（所有者）の手続きが必要です。

【問い合わせ先】
　住民税務課　℡ ２２－３０３７
　住民生活課　℡ ２５－２５１１

鹿屋税務署
からの

お知らせ

確
定
申
告
は

正
し
く
お
早
め
に
！
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